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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

3,591,337,482 3,625,196,541 3,459,538,859 3,314,539,489 3,337,437,657

39,708,678 33,859,059 △ 165,657,682 △ 144,999,370 22,898,168

40,424,434 41,237,188 44,714,569 37,043,633 37,186,699

△ 2,063,700 812,754 3,477,381 △ 7,670,936 143,066

472,347,032 520,017,884 495,997,354 455,370,911 484,532,784

10,598,661 47,670,852 △ 24,020,530 △ 40,626,443 29,161,873

71,413 211,602 244,491 218,952 343,292

△ 113,401 140,189 32,889 △ 25,539 124,340

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4,104,180,361 4,186,663,215 4,000,495,273 3,807,172,985 3,859,500,432

48,130,238 82,482,854 △ 186,167,942 △ 193,322,288 52,327,447

221,427,498 140,282,630 68,152,399 22,600,658 4,260,250

△ 31,059,836 △ 81,144,868 △ 72,130,231 △ 45,551,741 △ 18,340,408

3,295,200 1,892,499 1,017,099 273,131 121,527

10,106 △ 1,402,701 △ 875,400 △ 743,968 △ 151,604

32,480,423 22,820,171 10,148,274 2,335,997 58,104

2,620,082 △ 9,660,252 △ 12,671,897 △ 7,812,277 △ 2,277,893

15,062 0 0 0 0

15,062 △ 15,062 0 0 0
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0 0 0 0 0

257,218,183 164,995,300 79,317,772 25,209,786 4,439,881

△ 28,414,586 △ 92,222,883 △ 85,677,528 △ 54,107,986 △ 20,769,905

18,448,000 15,536,510 15,694,490 12,148,000 9,240,000

3,434,000 △ 2,911,490 157,980 △ 3,546,490 △ 2,908,000
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400,000 600,000 △ 850,000 750,000 △ 1,700,000

18,265 6,967 0 2,075 15,966

14,488 △ 11,298 △ 6,967 2,075 13,891
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1,337,894 △ 272,061 △ 484,962 50,165 △ 468,187

4,396,298,423 4,383,963,545 4,110,934,126 3,860,759,602 3,887,254,848

24,902,034 △ 12,334,878 △ 273,029,419 △ 250,174,524 26,495,246

区　分

単位：円　（下段：前年度比増減）
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審査支払手数料

合　 計
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18

,8
18

5.
1

7

上
田

市
34

7,
33

7
  

  
  

 
35

7,
86

4
  

  
  

 
10

,5
27

3.
0

5
  

  
  

  
37

5,
54

2
  

  
  

 
17

,6
78

4.
9

3
38

6,
74

7
  

  
  

 
11

,2
05

3.
0

13

岡
谷

市
36

4,
17

2
  

  
  

 
36

5,
76

5
  

  
  

 
1,

59
3

0.
4

15
  

  
  

38
3,

60
7

  
  

  
 

17
,8

42
4.

9
6

40
5,

18
5

  
  

  
 

21
,5

78
5.

6
5

飯
田

市
32

7,
41

1
  

  
  

 
33

4,
44

6
  

  
  

 
7,

03
5

2.
1

9
  

  
  

  
34

7,
69

2
  

  
  

 
13

,2
46

4.
0

5
35

6,
65

7
  

  
  

 
8,

96
5

2.
6

14

諏
訪

市
35

3,
80

3
  

  
  

 
35

3,
90

3
  

  
  

 
10

0
0.

0
16

  
  

  
37

4,
62

8
  

  
  

 
20

,7
25

5.
9

4
37

1,
65

7
  

  
  

 
-2

,9
71

-0
.8

18

須
坂

市
36

4,
17

8
  

  
  

 
36

3,
01

8
  

  
  

 
-1

,1
60

-0
.3

17
  

  
  

36
5,

59
1

  
  

  
 

2,
57

3
0.

7
16

37
9,

56
9

  
  

  
 

13
,9

78
3.

8
9

小
諸

市
31

8,
45

9
  

  
  

 
33

3,
01

8
  

  
  

 
14

,5
59

4.
6

2
  

  
  

  
34

2,
17

3
  

  
  

 
9,

15
5

2.
7

8
34

4,
32

7
  

  
  

 
2,

15
4

0.
6

16

伊
那

市
32

6,
18

8
  

  
  

 
34

4,
24

1
  

  
  

 
18

,0
53

5.
5

1
  

  
  

  
37

2,
54

8
  

  
  

 
28

,3
07

8.
2

1
36

9,
10

4
  

  
  

 
-3

,4
44

-0
.9

19

駒
ヶ
根

市
32

7,
96

9
  

  
  

 
33

4,
87

9
  

  
  

 
6,

91
0

2.
1

10
  

  
  

35
8,

63
4

  
  

  
 

23
,7

55
7.

1
2

37
1,

41
6

  
  

  
 

12
,7

82
3.

6
10

中
野

市
32

0,
83

3
  

  
  

 
33

2,
38

7
  

  
  

 
11

,5
54

3.
6

4
  

  
  

  
32

4,
21

7
  

  
  

 
-8

,1
70

-2
.5

18
34

8,
55

3
  

  
  

 
24

,3
36

7.
5

3

大
町

市
37

6,
30

4
  

  
  

 
36

9,
56

3
  

  
  

 
-6

,7
41

-1
.8

19
  

  
  

38
0,

36
4

  
  

  
 

10
,8

01
2.

9
7

39
7,

86
7

  
  

  
 

17
,5

03
4.

6
8

飯
山

市
37

4,
77

6
  

  
  

 
38

2,
04

5
  

  
  

 
7,

26
9

1.
9

11
  

  
  

36
7,

28
5

  
  

  
 

-1
4,

76
0

-3
.9

19
39

7,
07

4
  

  
  

 
29

,7
89

8.
1

2

茅
野

市
33

8,
04

8
  

  
  

 
34

3,
83

4
  

  
  

 
5,

78
6

1.
7

12
  

  
  

34
9,

44
0

  
  

  
 

5,
60

6
1.

6
12

39
2,

70
7

  
  

  
 

43
,2

67
12

.4
1

塩
尻

市
35

9,
29

3
  

  
  

 
36

2,
93

3
  

  
  

 
3,

64
0

1.
0

14
  

  
  

37
4,

21
8

  
  

  
 

11
,2

85
3.

1
10

37
6,

34
1

  
  

  
 

2,
12

3
0.

6
17

千
曲

市
37

7,
69

7
  

  
  

 
37

2,
35

8
  

  
  

 
-5

,3
39

-1
.4

18
  

  
  

36
5,

27
8

  
  

  
 

-7
,0

80
-1

.9
17

38
4,

27
5

  
  

  
 

18
,9

97
5.

2
6

佐
久

市
33

4,
93

2
  

  
  

 
34

7,
18

9
  

  
  

 
12

,2
57

3.
7

3
  

  
  

  
35

6,
79

3
  

  
  

 
9,

60
4

2.
8

9
36

8,
44

2
  

  
  

 
11

,6
49

3.
3

12

東
御

市
35

4,
91

3
  

  
  

 
35

8,
88

4
  

  
  

 
3,

97
1

1.
1

13
  

  
  

36
1,

66
6

  
  

  
 

2,
78

2
0.

8
15

38
5,

16
4

  
  

  
 

23
,4

98
6.

5
4

安
曇

野
市

36
3,

97
0

  
  

  
 

37
3,

12
2

  
  

  
 

9,
15

2
2.

5
6

  
  

  
  

38
0,

67
5

  
  

  
 

7,
55

3
2.

0
11

38
3,

64
1

  
  

  
 

2,
96

6
0.

8
15

市
町

村
計

34
4,

63
5

  
  

  
 

35
2,

12
3

  
  

  
 

7,
48

8
2.

2
-

36
0,

13
7

  
  

  
 

8,
01

4
2.

3
-

37
2,

44
9

  
  

  
 

12
,3

12
3.

4
-

保
険

者
名

国
　
保
　
全
　
体

1人
あ
た
り
医
療
費
の
推
移
（伸

び
率
）
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国
民
健
康
保
険
支
払
準
備
基
金
残
高
の
推
移

（
単
位
：
円
）

1
,
8
36

1
,
8
36

3
8
,
13
8
,8
3
6

3
8
,
14
6
,7
1
3

3
8
,
15
3
,8
0
0

3
8
,
16
1
,2
9
6

3
8
,
16
1
,7
5
2

1
0
9
,7
2
7,
0
52

2
8
2
,9
0
0,
2
08

3
1
0
,8
7
5,
5
34

0

5
0,
0
00
,
00
0

1
00
,
00
0
,0
0
0

1
50
,
00
0
,0
0
0

2
00
,
00
0
,0
0
0

2
50
,
00
0
,0
0
0

3
00
,
00
0
,0
0
0

3
50
,
00
0
,0
0
0

H
2
2

H
2
3

H2
4

H
2
5

H
2
6

H2
7

H
2
8

H
2
9

H3
0

R
1
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平
成
23
年
度

平
成
24
年
度

平
成
25
年
度

平
成
26
年
度

平
成
27
年
度

平
成
28
年
度

平
成
29
年
度

平
成
30
年
度

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

（予
算
額
）

16
0,
15
6,
75
3
15
8,
43
4,
94
6
16
0,
66
9,
66
5
19
9,
95
3,
04
3
26
6,
75
8,
22
0
27
0,
61
8,
49
8
26
9,
98
7,
22
8
28
9,
44
4,
20
7
27
9,
85
9,
25
4
27
0,
17
7,
00
0

15
,5
60
,0
00

15
,8
80
,0
00

10
,8
80
,0
00

10
,0
09
,0
00

12
,2
98
,0
00

10
,3
57
,6
73

10
,4
62
,9
93

8,
09
8,
66
6

7,
46
7,
00
0

11
,2
00
,0
00

17
,4
71
,0
00

32
,5
07
,0
00

36
,0
09
,0
00

68
,4
20
,0
00

74
,7
76
,0
00

64
,8
77
,0
00

56
,5
47
,0
00

69
,4
55
,0
00

64
,9
22
,0
00

45
,9
24
,0
00

12
9,
90
9,
50
2

35
,2
99
,2
26

10
3,
50
1,
17
6

18
,0
59
,9
77

18
,1
80
,0
86

20
,7
13
,3
31

20
,8
96
,3
49

24
,1
90
,8
91

26
,5
12
,8
11

32
,2
21
,0
00

18
,2
76
,5
02

17
,7
99
,2
26

18
,8
78
,2
71

18
,0
59
,9
77

18
,1
80
,0
86

20
,7
13
,3
31

20
,8
96
,3
49

23
,9
41
,8
91

25
,9
87
,8
11

31
,6
05
,0
00

11
1,
63
3,
00
0

17
,5
00
,0
00

84
,6
22
,9
05

0
0

0
0

24
9,
00
0

52
5,
00
0

61
6,
00
0

56
,9
94
,9
15

17
,5
00
,0
00

84
,6
22
,9
05

0
0

0
0

0
0

0

54
,6
38
,0
85

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
24
9,
00
0

52
5,
00
0

61
6,
00
0

32
3,
09
7,
25
5
24
2,
12
1,
17
2
31
1,
05
9,
84
1
29
6,
44
2,
02
0
37
2,
01
2,
30
6
36
6,
56
6,
50
2
35
7,
89
3,
57
0
39
1,
18
8,
76
4
37
8,
76
1,
06
5
35
9,
52
2,
00
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

32
3,
09
7,
25
5
24
2,
12
1,
17
2
31
1,
05
9,
84
1
29
6,
44
2,
02
0
37
2,
01
2,
30
6
36
6,
56
6,
50
2
35
7,
89
3,
57
0
39
1,
18
8,
76
4
37
8,
76
1,
06
5
35
9,
52
2,
00
0

国
民
健
康
保
険
支
払
準
備
基
金
繰
入
金

繰
　
入
　
金
　
合
　
計

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
　
繰
入
金
の
状
況

（単
位
：円

）

法
定
外
繰
入

赤
字
補
て
ん
分

基
金
積
立
資
金

地
方
単
独
事
業
国
庫
負
担
金
減
額
補
て
ん
分

区
　
　
　
　
分

一
般
会
計
繰
入
金
　
合
計

保
険
基
盤
安
定
繰
入
金

出
産
育
児
一
時
金
繰
入
金

財
政
安
定
化
支
援
事
業
繰
入
金

事
務
費
等
繰
入
金

事
務
費
繰
入
金
（法

定
分
）
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【県下１９市の国民健康保険税（料）率等の状況】

R2税率（R2.7月県内都市国保事務研究協議会調査）

所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割

％ ％ 円 円 ％ ％ 円 円 ％ ％ 円 円

長野市 8.20 - 17,760 19,680 2.80 - 6,240 7,560 2.60 - 8,760 7,080

松本市 9.10 - 18,800 22,700 3.20 - 6,500 7,400 2.60 - 6,400 6,700

上田市 6.90 - 21,600 21,200 2.61 - 8,700 7,300 2.60 - 8,900 6,500 ○

岡谷市 7.05 17.92 18,200 16,800 2.43 4.51 8,100 6,400 2.20 3.95 8,300 6,200 ○

飯田市 6.60 - 16,500 21,000 3.05 - 10,600 - 2.70 - 8,600 6,800

諏訪市 7.20 22.30 19,000 22,000 2.70 7.30 8,000 9,500 1.70 7.10 7,000 6,000

須坂市 7.40 - 19,000 19,000 2.90 - 6,000 6,000 2.10 - 8,000 7,000

小諸市 6.00 7.00 18,000 20,000 2.90 3.00 8,500 7,000 3.20 4.50 9,000 8,000

伊那市 6.50 - 23,400 24,400 2.30 - 8,800 7,900 2.40 - 10,300 7,700

駒ヶ根市 7.30 16.00 18,000 20,000 2.85 4.00 7,400 6,500 2.19 7.00 7,300 6,400

中野市 6.10 15.60 24,300 19,600 2.20 7.90 9,100 7,400 2.00 5.20 11,100 6,800 ○

大町市 5.90 22.00 18,000 24,000 2.40 - 11,000 - 2.20 2.00 8,000 7,000

飯山市 6.90 18.70 20,000 20,100 3.45 9.30 9,800 9,700 2.60 4.20 7,500 7,000 ○

茅野市 6.47 13.00 19,200 20,000 1.93 6.00 7,500 8,600 1.87 5.70 7,700 6,000

塩尻市 6.74 - 23,100 23,700 2.21 - 7,900 7,300 1.86 - 7,900 6,100

千曲市 7.70 18.00 19,500 22,000 2.40 5.30 7,500 7,200 1.80 4.20 7,300 6,300

佐久市 7.60 16.00 21,300 25,400 2.75 2.90 7,300 8,700 2.75 3.00 9,000 7,300

東御市 6.70 22.40 18,500 19,500 2.30 7.50 6,000 6,000 2.30 3.60 9,000 9,000

安曇野市 6.90 - 20,400 20,400 2.70 - 9,600 9,600 2.20 - 7,000 7,000

平均 7.01 17.17 19,714 21,131 2.64 5.77 8,134 7,226 2.31 4.59 8,266 6,888

R2年度

改定
R1年度

医　療　分 支援金分 介 護 分
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令
和

2
年
度
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

 
 

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
加
入
者
の
み
な
さ
ん
の
病
気
や
、
け
が
な
ど
で
必
要
と
な
る
医
療
費

を
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
受
診
料
の
ほ
か
に
、
み
な
さ
ん
が
納
め
る
保
険
税
と
国
・
県
か

ら
の
補
助
金
で
ま
か
な
い
、
運
営
し
て
い
ま
す
。

 

国
民
健
康
保
険
税
は
、
医
療
給
付
費
分

(医
療
分
)・

後
期
高
齢
者
支
援
金
分

(支
援
金
分

)・
介
護
納
付
金
分

(
介
護
分

)の
三
つ
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
、
所
得
割
・
資
産

割
・
均
等
割
・
平
等
割
の
四
つ
の
方
式
で
税
額
が
算
定
さ
れ
ま
す
。
今
年
度
の
税
率
と
税
額

は
昨
年
度
と
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、
法
改
正
に
よ
り
、
課
税
限
度
額
を
表
の
と
お
り
引
き

上
げ
ま
し
た
。
 

加
入
者
の
み
な
さ
ん
に
安
心
し
て
医
療
を
受
け
て
い
た
だ
く
た
め
、
ま
た
国
民
健
康
保
険

事
業
の
健
全
な
運
営
の
た
め
、
加
入
者
の
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

―
―

 税
率
（
税
額
）
表

 
―
―

 
 

 区
分

 
内
容

 
医
療
分

 
支
援
金
分

 
介
護
分

 

所
得
割

 
加
入
者
の
前
年
所
得
に
応
じ
て
計
算

 
【

(総
所
得
額
－

3
3
万
円

)
×
税
率
】
 

7.
7％

 
2.

4％
 

1.
8％

 

資
産
割

 
加
入
者
の
資
産
に
応
じ
て
計
算

 
【
本
年
度
固
定
資
産
税
額
×
税
率
】
 

18
.0
％

 
5.

3％
 

4.
2％

 

均
等
割

 
世
帯
の
加
入
者
数
に
応
じ
て
計
算

 
【
加
入
者
数
×
税
額
】
 

19
,5

00
円

 
7,

50
0
円

 
7,

30
0
円

 

平
等
割

 
加
入
世
帯
に
対
し
て
課
税
 

22
,0

00
円

 
7,

20
0
円

 
6,

30
0
円

 

最
高
額

 
課
税
限
度
額
 

63
0,

00
0
円

 
19

0,
00

0
円

 
17

0,
00

0
円

 

（
改
正
前
）
 

(6
1
0
,0

00
円

) 
(据

え
置
き

) 
(1

6
0
,0

00
円

) 

 

―
―

 国
民
健
康
保
険
税
の
算
出
方
法
に
つ
い
て

 ―
―

 


 
国
民
健
康
保
険
税
は
世
帯
主
が
納
税
義
務
者
の
た
め
、
納
税
通
知
書
等
は
世
帯
主
宛
に

お
送
り
し
ま
す
。（

世
帯
主
が
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
て
も
、
世
帯
内
に

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
い
る
場
合
は
世
帯
主
が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
）
 

 
 
医
療
分
・
支
援
金
分
は
、
年
齢
に
関
係
な
く
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
全
員
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
 


 
介
護
分
は
、
40

歳
以
上

65
歳
未
満
の
人
(介

護
保
険
第

2
号
被
保
険
者

)に
課
税
さ
れ
ま

す
。
 

 
 
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
世
帯
員
全
員
の
所
得
割
額
・
資
産
割
額
・
均
等
割
額
と
、

世
帯
あ
た
り
に
課
税
さ
れ
る
平
等
割
額
を
合
計
し
た
金
額
が
一
世
帯
あ
た
り
の
国
民
健

康
保
険
税
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
 

 
 
国
民
健
康
保
険
税
は
年
度

(4
月
～
翌
年

3
月
)ご

と
に
計
算
し
ま
す
。
普
通
徴
収
（
納
付

書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
る
支
払
い
）
の
場
合
は
通
常

7
月
か
ら
翌
年

2
月
ま
で
の
年

8
回
で
納
付
い
た
だ
き
ま
す
。
年
度
の
途
中
で
国
民
健
康
保
険
の
加
入
状
況
な
ど
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
は
、
再
度
税
額
を
計
算
し
ま
す
。
 

 ―
―

 所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
世
帯
の
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

 ―
―

 
税
負
担
の
軽
減
措
置
と
し
て
、
前
年
中
の
総
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
世
帯
は
、
国
民
健

康
保
険
税
の
う
ち
均
等
割
額
と
平
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
 

軽
減
割
合
は

7
割
・

5
割
・
2
割
の
い
ず
れ
か
と
な
り
ま
す
。
 

※
R2

年
度
に
軽
減
基
準
が
見
直
さ
れ
、
対
象
世
帯
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
（
太
字
下
線
部
）。

 
 

※
1 
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
世
帯
主
も
含
ま
れ
ま
す
。

 
※

2 
被
保
険
者
と
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
と
国
民
健
康
保
険
か
ら
後
期

 
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移
行
し
た
人
で
す
。
 

  
 
65

歳
以
上
の
公
的
年
金
所
得
者
は
、
年
金
所
得
よ
り

15
万
円
を
控
除
し
た
額
か
ら
軽
減

判
定
を
行
い
ま
す
。
 

 
 
こ
の
軽
減
は
世
帯
の
所
得
か
ら
自
動
判
定
し
て
計
算
し
ま
す
の
で
、
申
請
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
前
年
中
に
所
得
が
な
い
場
合
で
も
所
得
税
の
確
定
申
告
や
住
民
税

の
申
告
を
し
て
い
な
い
人
は
、
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。
 

軽
減
基
準
額

 
軽
減
割
合

 

世
帯
主
(※

1)
と
被
保
険
者
(※

2)
の
前
年
の
所
得
金
額
の
合
計
が
 

33
万
円
以
下

 
7
割
 

世
帯
主
(※

1)
と
被
保
険
者
(※

2)
の
前
年
の
所
得
金
額
の
合
計
が
 

33
万
円
＋

(2
8.

5
万
円
×
被
保
険
者
数

)以
下

 
5
割
 

世
帯
主
(※

1)
と
被
保
険
者
(※

2)
の
前
年
の
所
得
金
額
の
合
計
が
 

33
万
円
＋

(5
2
万
円
×
被
保
険
者
数

)以
下

 
2
割
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―
―

 非
自
発
的
失
業

(離
職

)者
の
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

 ―
―

 
倒
産
や
解
雇
・
雇
い
止
め
な
ど
、
会
社
の
都
合
で
失
業

(離
職
)
し
た
人
で
下
記
に
該
当
す

る
場
合
に
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

①
対
象
者

 

・
平
成

21
年

3
月

31
日
以
降
に
離
職
し
た
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
 

※
 
高
年
齢
受
給
資
格
者
及
び
特
例
受
給
資
格
者
の
人
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
 

 
・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
に
記
載
の
離
職
理
由
が
次
に
該
当
す
る
人
 

離
職
理
由
（
コ
ー
ド
）

 
11
・
12
・

21
・

22
・
2
3・

31
・
32
・

33
・
34
 

 
 
②
軽
減
額

 
 
 
 
国
民
健
康
保
険
税
は
、
前
年
の
所
得
な
ど
か
ら
計
算
し
ま
す
。
 

前
年
の
所
得
の
う
ち
、
給
与
所
得
を
通
常
の
所
得
額
の

30
％
と
し
て
計
算
し
、
こ
れ

を
所
得
割
の
税
額
計
算
や
軽
減
判
定
に
使
う
こ
と
で
、
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。
 

 
③
軽
減
期
間

 
 
軽
減
期
間
は
離
職
日
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま
で
と
な
り
ま
す
。
 

 
た
だ
し
、
途
中
で
社
会
保
険
等
に
加
入
し
国
民
健
康
保
険
を
脱
退
し
た
場
合
は
、
そ

の
時
点
で
終
了
し
ま
す
。
 

 
④
申
請
方
法

 
 
こ
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
 

 
申
請
に
必
要
な
も
の
：
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
・
印
鑑
・
国
民
健
康
保
険
証
・
個

人
番
号
(マ

イ
ナ
ン
バ
ー

)が
確
認
で
き
る
書
類
 

申
請
先
：
税
務
課
 

 ―
―

 後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
に
伴
う
国
民
健
康
保
険
税
の
経
過
措
置

 ―
―

 
平
成

20
年
度
以
降
、
75

歳
以
上
の
人
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
国
民
健
康
保
険
に
引
き
続
き
加
入
す
る
人
の
負
担
が
急
に

増
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
次
の
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
○
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
世
帯
の
軽
減

(裏
面
参
照

) 
い
ま
ま
で
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
を
受
け
て
い
た
世
帯
は
、
世
帯
構
成
や
収
入
に

 
変
更
が
な
い
場
合
、
い
ま
ま
で
と
同
じ
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 

○
平
等
割
の
軽
減

 

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
一
人
と
な
る
場
合
は
、
世
帯
構
成
に
変
更
が
な
け
れ
ば
 

平
等
割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
（
最
初
の

5
年
間
は

2
分
の

1
額
、
そ
の
後

3
年
間
は

4
分

の
1
額
）
。
 

 

○
社
会
保
険
等
に
加
入
し
て
い
た

75
歳
以
上
の
人
に
扶
養
さ
れ
て
い
た

65
歳
以
上
の
人

 

い
ま
ま
で
扶
養
さ
れ
て
い
た
人
が
国
保
に
加
入
し
た
場
合
、
申
請
す
る
こ
と
で
所
得
割

と
資
産
割
が
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。
 

ま
た
、
7
割
・
5
割
の
軽
減
を
受
け
ら
れ
な
い
世
帯

(裏
面
参
照

)は
均
等
割
が
半
額
に
、

国
保
加
入
者
が
一
人
の
場
合
は
平
等
割
も
半
額
と
な
り
ま
す
。
 

※
均
等
割
及
び
平
等
割
の
軽
減
期
間
は
、
資
格
取
得
日
の
属
す
る
月
以
降

2
年
を
経
過

す
る
月
ま
で
の
間
に
限
り
ま
す
。
 

国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収

(年
金
か
ら
の
天
引
き

)に
つ
い
て

 

下
の
①
～
④
の
条
件
全
て
に
該
当
す
る
人
は
、
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
方
法
が
特
別
徴

収
(年

金
か
ら
の
天
引
き

)と
な
り
ま
す
。
該
当
す
る
人
に
は
、
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
を
別

途
送
付
し
ま
す
。
 

 ①
 
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
 

②
 
世
帯
内
で
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
、
全
員

65
歳
以
上

75
歳
未
満
で
あ
る
 

③
 
世
帯
主
の
介
護
保
険
料
を
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
で
納
め
て
い
る
 

④
 
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年
金
の
年
額
が

18
万
円
以
上
で
、
国
民
健
康
保
険
税
と

 
介
護
保
険
料
の
合
算
額
が
年
金
額
の

2
分
の

1
を
超
え
な
い

 
  ―
―

 特
別
徴
収
と
普
通
徴
収
の
両
方
で
納
付
す
る
場
合

 ―
―

 

特
別
徴
収
の
対
象
世
帯
で
年
度
の
途
中
に
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
増
え
る
等
に
よ
り

税
額
が
増
額
と
な
っ
た
場
合
、
特
別
徴
収
は
そ
の
ま
ま
継
続
さ
れ
、
増
額
分
を
普
通
徴
収
と

し
ま
す
。
 

※
 普

通
徴
収
･･
･納

付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
る
支
払
い

 
※
 特

別
徴
収
･･
･年

金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
る
支
払
い
 

 

【
 特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
へ
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

 】
 

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
っ
た
人
で
、
口
座
振
替
で
の
納
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
申
請
す

る
こ
と
で
納
付
方
法
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

ま
た
、
い
ま
ま
で
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
し
て
い
た
人
も
、
特
別
徴
収
で
は
な
く
ひ
き
つ

づ
き
口
座
振
替
で
の
納
付
を
希
望
す
る
場
合
は
申
請
が
必
要
で
す
。
 

 口
座
振
替
で
の
納
付
を
希
望
す
る
人
は
、
振
替
を
希
望
す
る
金
融
機
関
の
通
帳
・
通
帳
の

届
出
印
・
国
民
健
康
保
険
証
を
持
参
し
、
税
務
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
 

特
別
徴
収
・
口
座
振
替
ど
ち
ら
で
納
付
し
て
も
、
納
付
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
総
額
は

変
わ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
納
付
書
で
の
納
付
へ
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
 

  問
い
合
わ
せ
先

 
千
曲
市
役
所

 
電
話

02
6－

27
3－

11
11
(代

表
) 

○
国
民
健
康
保
険
税
の
計
算
に
つ
い
て
 
  

 
 

 
 
 
 

 税
務
課

 
 
  
内
線

11
43
 

○
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
に
つ
い
て
 
 
  

 
 
 
 
 

 債
権
管
理
課
 
内
線

11
24
 

○
加
入
・
脱
退
・
医
療
費
の
給
付
に
つ
い
て

 
  
  

 
 
 

 健
康
推
進
課
 
内
線

12
32
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国民健康保険法（抜粋） 
 

（国民健康保険）        

第２条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な

保険給付を行うものとする 

 

 （保険者） 

第３条 都道府県は、当該都道府県内の市町村（特別区を含む。以下同じ。）とと

もに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 

 

（国民健康保険事業の運営に関する協議会） 

第 11条 国民健康保険事業の運営に関する事項（この法律の定めるところにより

都道府県が処理することとされている事務に係るものであって、第 75条の７第

１項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第 82条の２第１項の規定

による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他重要事項に限る。）を審議

させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を

置く。 

２ 国民健康保険事業の運営に関する事項（この法律の定めるところにより市町村

が処理することとされている事務に係るものであって、第四章の規定による保

険給付、第 76条第１項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。）

を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

を置く。 

３ 前２項に定める協議会は、前２項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運

営に関する事項（第１項に定める協議会にあってはこの法律の定めるところに

より都道府県が処理することとされている事務に係るものに限り、前項に定め

る協議会にあってはこの法律の定めるところにより市町村が処理することとさ

れている事務に係るものに限る。）を審議することができる。 

４ 前３項に規定するもののほか、第１項及び第２項に定める協議会に関して必要

な事項は、政令で定める。 

 

国民健康保険法施行令（抜粋） 
 

（国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織）  

第３条 法第 11条第１項に定める協議会（第 5項において「都道府県協議会」と

いう。）は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、

公益を代表する委員及び被用者保険等保険者（高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和 57年法律第 80号。以下「高齢者医療確保法」という。）第７条第３

項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。）を代表

する委員をもって組織する。 

２ 前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表す

る委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表

する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の２分の１以上当該数以内数と

する。 
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３ 法第 11条第２項に定める協議会（以下この条において「市町村協議会」という。）

は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益

を代表する委員各同数をもって組織する。 

４ 市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者

を代表する委員を加えて組織することができる。 

５ 都道府県協議会及び市町村協議会（次条及び第５条第１項において「協議会」

という。）の委員の定数は、条例で定める。 

  

（委員の任期）  

第４条 協議会の委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする 

 

（会長）  

第５条 協議会に、会長１人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこ

れを選挙する。  

２ 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を

代行する。  
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○千曲市国民健康保険運営協議会規則  

平成 15 年 9 月 1 日  

規則第 71 号  

(趣旨 ) 

第 1 条  千曲市国民健康保険運営協議会 (以下「協議会」という。 )

については、国民健康保険法 (昭和 33 年法律第 192 号 )及び国民健

康保険法施行令 (昭和 33 年政令第 362 号 )並びに千曲市国民健康保

険条例 (平成 15 年千曲市条例第 147 号 )に定めるもののほか、この

規則の定めるところによる。  

(委員の委嘱 ) 

第 2 条  協議会の委員中、被保険者を代表する委員は、市の公職に

ついていない者の中から、保険医又は保険薬剤師を代表する委員

は、市の保険医又は保険薬剤師の中から、公益を代表する委員は、

市の公職にある者の中から、被用者保険等保険者を代表する委員

は、被用者保険等保険者連絡協議会の推薦に基づいて市長が委嘱

する。  

(会長の職務 ) 

第 3 条  協議会の会長は、会務を総理し、会議の議長となる。  

(会議 ) 

第 4 条  協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。  

(1) 市長から協議会に諮問があったとき。  

(2) 被保険者その他利害関係者から、国民健康保険に関する意見

の開陳があったとき。  

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、必要があるとき。  

(定足数 ) 

第 5 条  協議会は、委員の過半数以上の委員の出席がなければ会議

を開くことができない。  

(表決 ) 

第 6 条  協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。  

第 7 条  議長は、採決するときは、その旨を会議に宣告しなければ

ならない。  

2 議長が採決した後は、その議題について発言することができない。 

(関係職員の出席及び資料の提出 ) 
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第 8 条  会長は、議事に関し、必要があると認めるときは、市長又

は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることがで

きる。  

(書記 ) 

第 9 条  協議会に書記を置き、市職員のうちから市長が任命する。  

2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。  

(会議録 ) 

第 10 条  会長は、会議録を作成し、会議に出席した 2 人の委員とと

もに署名しなければならない。  

(その他 ) 

第 11 条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会にお

いて定める。  

附  則  

この規則は、平成 15 年 9 月 1 日から施行する。  
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